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私の父は、私が小学校を卒業する前に 45歳という若さで亡くなりました。兄が 1歳の

ときから精神の病気を患い入退院を繰り返していたことを母から聞きましたが、私は幼か

ったためほとんど記憶にありません。 

私が覚えている父との思い出は、今思うと闘病しながらでも、家族のために限界まで働

いてくれたし、体調が良いときには旅行にも連れて行ってくれました。春になると鮎釣り

に出かけたり、雪が降れば一緒にスキーにも出かけたりしました。病気がありながらも、

父親としてできる限りの愛情を注いでくれた父でした。そんな父でしたが、亡くなる前の

5年間は徐々に症状が悪化していき、仕事も休みがちになっていました。闘病しながらで

も父の支えだったのは仕事だったと母が話してくれました。最後の 5年間は、その仕事さ

えも続けていくのが難しくなり、経済的にも生活が大変になっていることを、小学生の私

でも感じていました。 

そんな中で母が障害年金の制度があることを知り、申請してみることにしました。障害

年金とは、病気やケガなどで障害者になった際に受け取ることができる年金制度です。精

神の病気の場合は、申請が通ることがとても難しいと母が話していましたが、父の症状を

家族の立場から正確に伝えたことと、医師の診断書に基づいて、障害年金 3級を受給する

ことができました。その頃は兄が高校へ入学したところで、学費を払うこともかなり大変

な状況になっていました。 

でも、父の病気はあまり良くならず、最後は難病も併発したことにより、生きるための

食事ですらできなくなる状態にまで悪化してしまいました。母が話してくれましたが、父

が嫌がったそうですが、食事ができないため入院することになりました。それが、父が亡

くなる 1ヶ月前のことです。 

1ヶ月の入院は父にとって辛い毎日だったと思います。そして何とか食べられるように

なって退院して間もなく、父は帰らぬ人となってしまいました。 

遺された私達家族 3人、絶望しかなかったことを思い出します。深い深い悲しみと、近

くにいながら父の気持ちに家族全員が気付いてあげられなかった後悔と、これからどうや
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って家族 3 人生きていけば良いのかという不安で胸が締めつけられ、今でもあの時の気

持ちは言葉にすることができません。 

父の葬儀では沢山の方がお参りに来てくれました。病気がありながらも最後まで家族を

愛してくれ、私達のために全力で働いてくれた父だったからこそ、沢山の人から信頼され

親しまれる存在だったことを葬儀に来てくださった方々を見て感じました。突然にして父

を亡くした私達は、今まで以上に経済的に大変になるのは分かりきっています。母は何も

言いませんでしたが、私と兄を抱えて不安でいっぱいだったと思います。そんな中で父の

死後、遺族年金の申請をしてくださるお話をいただき、早急に手続きを手伝ってくれたそ

うです。その後遺族年金を受給できることになり、兄は高校を無事に卒業でき、京都の大

学へ進学もできました。私も中学校では大好きな陸上を続けることができ、そして今年の

春、陸上でインターハイに出場できるような選手になること、小さい時からの夢である助

産師になるという２つの目標を達成するために、兄と同じ高校に入学することができまし

た。 

父が亡くなり、母 1 人の収入で私達兄妹を育てていくことは難しかったと母は言いま

す。兄は今大学でジャーナリストを目指し猛勉強中です。私も毎日陸上と勉強の両立は大

変ですが、目標があることで毎日充実した生活を送ることができています。 

人はいつ病気になったり、障害者になるのかなんて誰にも分かりません。 

毎日ご飯をおいしく食べられること、部活や勉強ができること、学校へ通えること、友

達と笑いあえること、家族がいること、仲間がいること、毎日当たり前に送っている生活

全ては、本当は当たり前なんかではなく、本当は奇跡であることを、私は父の死を経験し

て初めて知りました。 

今、私達家族が受給できている遺族年金は、父が闘病しながらでも働き続け、厚生年金

をかけ続けていてくれたおかげなのです。年金とは、高齢者になって当たり前に受給でき

るものではなく、20 歳になったら年金に加入し、保険料を納めることで、高齢者だけで

なく病気や障害者になったときに公的年金により生活を支えてくれる制度です。 

少子高齢化が急速に進む日本においては、私達の近い未来でもある働く現役世代が公的

年金制度の支えとなることを知りました。 
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国民の１人として、または障害年金や遺族年金によって助けられた 1人として、まずは

20 歳になったら必ず年金に加入して保険料を納めることで、社会に恩返しをしたいと思

います。父とはもう二度と会うことはできませんが、父が加入していた厚生年金の支えに

より私達が生きていることで、今でも父の存在を感じることができています。 

誰一人孤独にさせない社会を作るためにも、年金制度について正しく知ることは本当に

大切なことだと思います。 


